
随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 事業用定期借地権設定契約 

事 業 主 管 課 等 の 
名 称 及 び 連 絡 先 

こどもみらい部 こども支援課  

電話：0467-61-3890（直通） 

契 約 締 結 日 
令和４年（2022年）11月 25日 

（賃貸借期間：令和５年（2023年）１月 10日～ 

令和 37年（2055年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 
及び所在地 

社会福祉法人伸こう福祉会 

横浜市栄区公田町 1020番地５ 

契 約 金 額 3,274,000円（年額） 

随意契約によること 
とした理由 

  

腰越保育園を平成 30 年５月に策定した「鎌倉市拠点保育

所整備方針」に基づき、現園舎の建替え整備と同時に、公私

連携型保育所として、その後の保育の運営を民間事業者に移

管するため、令和３年度にプロポーザル方式により、社会福

祉法人伸こう福祉会（以下「伸こう福祉会」という。）を整備

及び運営事業者として選定しました。 

 これを受け、児童福祉法第 56 条の８に基づき、令和４年

（2022 年）８月 23 日付けで、市と伸こう福祉会との間で保

育園の運営にあたっての基本的事項等に係る協定を締結し

ました。当該協定に基づき、伸こう福祉会が腰越保育園の建

替え整備に着手し、その後の保育運営を行うために、借地借

家法第 23 条に基づく事業用定期借地権設定契約を締結する

こととしました。 

このことから、地方自治法施行令第 167条の２第１項第２

号の規定により伸こう福祉会と随意契約を締結したもので

す。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 
鎌倉市ふるさと納税支援業務委託（楽天ふるさと納税）（複数

単価契約） 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 共生共創部企画課ふるさと寄附金担当 

電話：0467-23-3000 内線：2221 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）４月１日 

（契約期間：令和４年（2022 年）４月１日 ～ 令和５年（2023 

年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 楽天グループ株式会社 

 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス 

契 約 金 額 

執行予定額：32,571,000円 

 システム利用料、モールにおける取引の安全性・利便性向上のためのシステム利

用料、スーパーアフィリエイト成果報酬及びシステム利用料 

随意契約によること 

とした理由 

ふるさと納税は、市の財源確保策として大きな位置を占めて

おり、寄附者に対する影響力・訴求力が見込めない事業者が落

札する可能性がある一般競争入札の方法では、入札に付すこと

で鎌倉市にとって不利な結果を招く可能性が見込まれます。 

多くの寄附を獲得するためには、影響力・訴求力の高いポー

タルサイト運営事業者と契約を締結することが、最も効果的・

効率的な運用となることとなります。入札に付した場合、手数

料での競争になってしまうため、寄附者に対する集客力等が見

込めない事業者が落札者となる可能性があること、また競争入

札では契約の相手方が 1 者のみとなってしまうことから、競争

入札に付することが不利と認められるため、地方自治法施行令

第 167 条の２第１項第６号の規定により上記相手方と随意契約

を締結したものです。 

なお、本契約は、令和３年７月２日付け鎌企第 464 号にて楽

天グループ株式会社と契約を締結しており、自動更新の条項が

付されていることから契約更新の確認をしようとするもので

す。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  土地・建物賃貸借契約 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 総務部 公的不動産活用課 

電話：0467-23-3000 内線 2258 

契 約 締 結 日 

令和４年(2022年)9月１２日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月１日  

～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 
 個人のため非公表 

契 約 金 額  １，２９２，５９２円 

随意契約によること 

とした理由 

 当該土地・建物貸付地は、再開発事業代替住宅であり、相

手方から継続使用の申出書の提出により、土地・建物賃貸借

契約を締結しています。 

 市有地（普通財産）の貸付けについては、「鎌倉市公有財産

規則」第４４条の規定により相手方から申出書の提出を求め

ています。申出書の提出により賃貸借する不動産及び契約の

相手方が特定されるため、地方自治法施行令第 167 条の２第

１項第２号の規定により随意契約を締結したものです。 

 

なお、貸付料は、「鎌倉市公有財産規則」第４８条の規定に基

づき算定した額となっています。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  土地・建物賃貸借契約 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 総務部 公的不動産活用課 

電話：0467-23-3000 内線 2258 

契 約 締 結 日 

令和４年(2022年)9月１５日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月１日  

～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 
 個人のため非公表 

契 約 金 額  １，９９３，９７４円 

随意契約によること 

とした理由 

 当該土地・建物貸付地は、再開発事業代替住宅であり、相

手方から継続使用の申出書の提出により、土地・建物賃貸借

契約を締結したものです。 

 市有地（普通財産）の貸付けについては、「鎌倉市公有財産

規則」第４４条の規定により相手方から申出書の提出を求め

ています。申出書の提出により賃貸借する不動産及び契約の

相手方が特定されるため、地方自治法施行令第 167 条の２第

１項第２号の規定により随意契約を締結したものです。 

 

なお、貸付料は、「鎌倉市公有財産規則」第４８条の規定に基

づき算定した額となっています。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 全国市長会市民総合賠償補償保険 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 総務部 公的不動産活用課  

電話：0467-23-3000 内線：2258 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年） ４月 １日 

（契約期間：令和４（2022年）年４月１日 ～ 令和５年（2023年）

３月 31 日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 全国市長会 

 東京都千代田区平河町２－４－２ 

契 約 金 額 

 １，４８２，５８１円 

＜内訳＞ 

 176,919 人（R4.3.1 現在の鎌倉市住民数）×8.38 円（保険

料率）＝１，４８２，５８１円（小数点以下切捨て）（個人

情報漏えい特約付き） 

随意契約によること 

とした理由 

市の施設等の管理瑕疵及び市の業務に起因して市が法律上

の賠償責任を負担することによって被る市の損害を補填する

保険は、全国市長会で加入できるものです。同会の損害保険

制度は、都市間の相互救済を目的として創設され、全国一律

の保険料となっています。また加入市（令和元年度加入率

79.9％）により団体割引の適用を受けた保険料となっている

ことから、価格についても妥当であると判断します。 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 建物総合損害共済保険 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 総務部 公的不動産活用課  

電話：0467-23-3000 内線：2258 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年） ４月 １日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月１日 ～ 令和５年（2023年）

３月 31 日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 公益社団法人 全国市有物件災害共済会 関東地区事務局 

 東京都千代田区平河町２－４－１ 

契 約 金 額 

 ３，４５９，４５９円 

＜会計別内訳＞ 

（１） 本庁舎等    ２，２７０，１８３円 

（２） 消防庁舎       ６２，９８３円 

（３） 消防分団置場     １０，６９８円 

（４） 浄化センター等 １，１１４，０３２円 

（５） 都市計画建物      １，５６３円 

随意契約によること 

とした理由 

 鎌倉市が所有する建物、工作物及び動産等について、火災

や非常災害に備え、公益社団法人全国市有物件災害共済会に

加入しています。当該災害共済会は、市の所有する財産の災

害に対し、その損害を加入各市が分担金により、相互救済を

するとともに、委託各市の利益を図るために創設された公益

社団法人です。全国各市の共済基金分担金（保険料）により

運営されているため、低廉な分担金となっています。 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 自動車損害共済（任意保険） 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 総務部 公的不動産活用課 

電話：0467-61-3856（直通） 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年） ４月 １日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月１日 ～ 令和５年（2023年）

３月 31 日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 公益社団法人 全国市有物件災害共済会 

 関東地区事務局 

 東京都千代田区平河町２－４－１ 

契 約 金 額 

 ３，８７９，１５０円 

＜会計別内訳＞ 

（１）本庁舎等    ２，５５３，０４１円 

（２）常備消防      ７２５，５６９円 

（３）非常備消防     ３９８，４３１円 

（４）下水道事業特別会計 １８９，５５５円 

（５）国民健康保険特別会計 １２，５５４円 

随意契約によること 

とした理由 

 鎌倉市が所有、管理、使用する自動車等について、万が一

の事故等に備え、公益社団法人全国市有物件災害共済会に加

入しています。当該災害共済会は、市の所有する財産の災害

に対し、その損害を加入各市が分担金により、相互救済をす

るとともに、委託各市の利益を図るために創設された公益社

団法人です。全国各市の共済基金分担金（保険料）により運

営されているため、低廉な分担金により、市所有自動車の事

故等による損害の共済を行うことによって、市費の削減に寄

与することができます。 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  土地賃貸借契約 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 総務部 公的不動産活用課 

電話：0467-23-3000 内線 2258 

契 約 締 結 日 

令和４年(2022年)４月 21日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月１日  

～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 アイカテックエンジニアリング株式会社 

 東京都練馬区豊玉北６丁目５番 15号 アイカ東京ビル４階 

契 約 金 額  １，３２５，８０８円 

随意契約によること 

とした理由 

 当該貸付地は、代替土地として、倉庫敷地の用途に貸付を

行っており、相手方から継続使用の申出書の提出により、土

地賃貸借契約を締結しています。 

 市有地（普通財産）の貸付けについては、「鎌倉市公有財産

規則」第４４条の規定により相手方から申出書の提出を求め

ています。申出書の内容を精査したところ、特段の支障も認

められないことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項

第２号の規定により随意契約を締結したものです。 

 

なお、貸付料は、「鎌倉市公有財産規則」第４８条の規定に

基づき算定した額となっています。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 鎌倉市庁舎用昇降機保守点検業務 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 総務部 公的不動産活用課 

電話：0467-61-3848（直通） 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）４月 19日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月１日 ～  

令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

三菱電機ビルソリューションズ株式会社  

横浜支社西湘支店 

小田原市栄町一丁目１番 15号 

契 約 金 額  １，２８７，０００ 円 

随意契約によること 

とした理由 

 当該設備は、三菱電機株式会社製を設置しており、指定業

者以外ではメンテナンスが不可能です。 

価格については、人件費が高騰している中、前年度の契約

金額より安価であることから妥当であると判断できます。 

このことから、地方自治法施行令第 167条の２第 1項第２

号の規定により三菱電機ビルテクノサービス株式会社横浜

支社西湘支店と随意契約を締結したものです。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 鎌倉市本庁舎熱源保守業務委託 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 総務部 公的不動産活用課 

電話：0467-61-3848（直通） 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）４月 15日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月１日 ～  

令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

荏原冷熱システム株式会社 神奈川営業所 

横浜市港北区新横浜一丁目９番１号 

契 約 金 額  １,６９４,０００ 円 

随意契約によること 

とした理由 

 鎌倉市本庁舎熱源設備は、電話通信回線を介し遠隔監視シ

ステムを導入しており、熱源機器運転時の運転データ等が管

理されています。そのため、運転時の異常・故障等の不具合

が発生した時も緊急対応が可能となっています。このように

契約業者との間で遠隔監視システムを導入し、当該設備の保

守管理等を行うことができるのは本設備の設置者である荏原

冷熱システム株式会社神奈川営業所のみです。価格について

は、人件費が高騰している中、前年度の契約金額と大差ない

ことから妥当であると判断できます。 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 鎌倉市庁舎構内電話交換設備等保守業務 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 総務部 公的不動産活用課  

電話：0467-61-3848（直通） 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年） ５月 11日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月１日 ～  

令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 株式会社日立システムズフィールドサービス 横浜オフィ

ス 東日本営業本部 横浜営業部  

 横浜市西区北幸二丁目６番 26号 

契 約 金 額  １，９３０，５００円 

随意契約によること 

とした理由 

 鎌倉市の市庁舎の内線電話設備について、電気通信事業法

の規定に基づき設備の故障防止及び円滑動作を図るため当該

設備の保守及び点検を行っています。当該設備の保守管理等

を行うことができるのは当該設備の設置施工業者である株式

会社日立システムズフィールドサービス横浜オフィス東日本

営業本部横浜営業部のみです。 

価格については、人件費が高騰している中、前年度の契約

金額（税抜価格）と同額であることから妥当であると判断で

きます。 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 教育文化財部 学校施設課 

電話：0467-23-3000 内線：2455 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）４月 21日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月１日  

～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 東京瓦斯株式会社 都市エネルギー営業部 

 東京都港区芝一丁目 11番 11号 

契 約 金 額  2,179,106円 

随意契約によること 

とした理由 

 本業務は、鎌倉市立小中学校の教室等に導入しているガス

空調設備 34台の機能を良好に維持するための保守点検を行う

ものです。 

 東京瓦斯株式会社都市エネルギー営業部は、当該機器の製

造業者であり、ガス配管を含む点検やメンテナンス、故障時

の処置等について、適切な対応が可能な唯一の業者であるこ

とから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定

により随意契約を締結したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  鎌倉版フォルケホイスコーレ事業運営業務 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 共生共創部 地域共生課 

電話：0467-23-3000 内線 2496 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）８月 22日 

（契約期間：令和４年（2022年）８月 22日  

～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 アカデミック・リソース・ガイド株式会社 

 横浜市中区相生町三丁目 61番地 

 泰生ビル さくら WORKS〈関内〉407 

契 約 金 額  5,999,400円 

随意契約によること 

とした理由 

 鎌倉版フォルケホイスコーレ事業運営業務（以下「本業務」

という。）は、現状や将来に不安を抱く市民が、長期的な視野

を持ち、社会との新たなつながりを構築し、自分の進む道を

見出す機会を得られるよう実施する研修「鎌倉版フォルケホ

イスコーレ事業」（以下、「本事業」という。）を円滑に運営す

ることを目的に実施するものです。 
 本業務の実施に当たっては、人材育成事業に係る業務実績、

本業務への理解を踏まえた人材育成の手法、参加者が目標を

達成するための参加者への評価手法の構築等の取組等が必要

となります。 
そこで、専門的な技術や知識を有し、本業務の効果を最大

限発揮できる事業者を選定し、受託する事業者の適格性、業

務実績、本業務への理解度、本事業を実施する際のプログラ

ムの内容、講師等を含めた職員体制、参加者の募集方法、参

加者への評価方法等について、公募型プロポーザル方式によ

る選考を行いました。 

 公募の結果、２者から企画提案があり、審査の結果、アカ

デミック・リソース・ガイド株式会社を最優秀提案者として

選定しました。 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 
新型コロナウイルスワクチン接種事業システム運用業務委託 

（令和４年（2022年）９月開始） 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

健康福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種担当 

電話：0467-23-3000 内線 2899 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）９月 13日 

（契約期間：令和４年（2022年）９月 13日  

～ 令和４年（2022年）11月 30日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

株式会社 アイネス 

東京都中央区晴海３丁目 10番１号 

契 約 金 額 14,649,910円 

随意契約によること 

とした理由 

 健康管理システムは受注者の開発したソフトウェアであ

り、システム管理やプログラム修正等の保守作業を他者が実

施することは困難が伴うとともに、障害を発生させる恐れが

あるため、開発事業者である契約予定業者以外、実施するこ

とは出来ません。 

 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２

号の規定により株式会社アイネスと随意契約を締結したもの

です。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 
新型コロナウイルスワクチン接種事業システム運用業務委託 

（令和４年（2022年）10月開始） 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

健康福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種担当 

電話：0467-23-3000 内線 2899 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）10月 27日 

（契約期間：令和４年（2022年）10月 27日  

～ 令和４年（2022年）12月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

株式会社 アイネス 

東京都中央区晴海３丁目 10番１号 

契 約 金 額 23,442,760円 

随意契約によること 

とした理由 

 健康管理システムは受注者の開発したソフトウェアであ

り、システム管理やプログラム修正等の保守作業を他者が実

施することは困難が伴うとともに、障害を発生させる恐れが

あるため、開発事業者である契約予定業者以外、実施するこ

とは出来ません。 

 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２

号の規定により株式会社アイネスと随意契約を締結したもの

です。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 
新型コロナウイルスワクチン接種事業システム運用業務委託 

（乳幼児初回接種）（令和４年 11月開始） 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

健康福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種担当 

電話：0467-23-3000 内線 2899 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）11月 18日 

（契約期間：令和４年（2022年）11月 18日  

～ 令和５年（2023年）１月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

株式会社 アイネス 

東京都中央区晴海３丁目 10番１号 

契 約 金 額 5,029,090円 

随意契約によること 

とした理由 

 健康管理システムは受注者の開発したソフトウェアであ

り、システム管理やプログラム修正等の保守作業を他者が実

施することは困難が伴うとともに、障害を発生させる恐れが

あるため、開発事業者である契約予定業者以外、実施するこ

とは出来ません。 

 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２

号の規定により株式会社アイネスと随意契約を締結したもの

です。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 エリアナ・パヴロバ顕彰碑等修繕 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 共生共創部 文化課 

電話：0467-23-3000 内線 2672 

契 約 締 結 日 

令和５年（2023年）２月８日 

（契約期間：令和５年（2023年）２月８日  

～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 清水建設株式会社 横浜支店 

 神奈川県横浜市中区吉田町 65番地 

契 約 金 額 
 2,860,000円 

（うち消費税額及び地方消費税額 260,000円） 

随意契約によること 

とした理由 

エリアナ・パヴロバ顕彰碑は、昭和 61年にエリアナ・パヴ

ロバ顕彰会が「日本バレエの母」と云われるエリアナ・パヴロ

バの功績を称えることを目的として全国からの募金活動等な

どの支援を受けて清水建設株式会社の施工により建立され、昭

和 62年３月に土地を含め市に寄贈されたもので、寄贈後は市

が維持管理を行っています。 

近年、アーチ状建造物に錆や汚れが目立ち、また、建造物を

支える土台の不陸や顕彰碑入口階段及び塀のモルタルに損傷

が生じるなどの経年劣化が顕著になっていることから、アーチ

状建造物やレリーフの研磨・洗浄・塗装等のほか、土台及び階

段の修繕を実施するものです。 

本物件の特殊性及び保守の経過から、施工者として顕彰碑の

使用部材や工法等、建設の趣旨から設計の意図まで熟知し、修

繕に際しての使用材料の選択などの技術的なノウハウや総合

的な技術及び知見を有する業者は、同社のみであることから、

地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定により上

記相手方と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  令和４年度就学時健康診断業務委託（単価契約） 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 教育文化財部 学務課 

電話：0467-23-3000 内線 2461 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）９月 22日 

（契約期間：令和４年（2022年）９月 22日  

～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

公益社団法人 鎌倉市医師会  
会長 山口 泰 
鎌倉市材木座三丁目５番 35 号 

契 約 金 額 
 1,350,360円 

 単価 25,575円×３人×16校×1.10 

随意契約によること 

とした理由 

就学時健康診断は、翌学年初めに小学校へ就学予定の者

に対し、あらかじめ健康診断を行い、就学予定者の心身の

状況を把握し、治療の勧告及び保健上必要な助言等を行う

ため実施するものです。健康診断実施にあたっては実施時

期や検査の項目、方法及び技術的基準が定められており、

市立 16 小学校を会場として、一校につき内科医、眼科医及

び耳鼻咽喉科医の３名、合計 48 名の協力を仰ぐ必要があり

ます。これら複数の医師の予定等を調整し滞りなく派遣で

きるのは、市内診療所及び病院に多数の会員がおり、市民

検診・健診、公衆衛生の向上、保健活動、地域連携室、薬

物乱用防止活動等、地域に根差した医療活動を行っている

（公社）鎌倉市医師会しかなく、就学後にも引続き児童の

保健指導・助言等を実施できる学校医であることが望まし

いと考えています。 
なお、学校医は（公社）鎌倉市医師会からの推薦により

委嘱しています。 
また、当該団体は、令和３年度も同一業務を請け負って

おり、その実績も良好です。 
このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第

２号の規定により上記相手方と随意契約を締結したもので

す。 

 



 

随意契約締結結果報告書 

契 約 案 件 名 障害福祉システム改修業務委託契約 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 健康福祉部 障害福祉課  

電話：0467-23-3000 内線 2693 

0467-61-3975（直通） 

契 約 締 結 日 

令和５年（2023年）３月 10日 

（契約期間：令和５年(2023年)３月 10日 ～  

令和５年(2023年)３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

株式会社アイネス公共営業部 
東京都中央区晴海３丁目 10番１号 

契 約 金 額  8,921,000円 

随意契約によること 

とした理由 

本業務委託は、株式会社アイネスが開発した「障害福祉シ

ステム」の整備業務であり、そのシステム構成やデータベー

スは独自仕様であることから、業務に滞りのない運用ができ

るのは同者以外にありません。 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

契 約 案 件 名 環境センター電気工作物定期点検 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 環境部環境センター（名越クリーンセンター担当） 

 電話：0467-23-3000 内線 2596 

 直通：0467-24-1096（直通） 

契 約 締 結 日 

 令和４年(2022年)６月２日 

(契約期間:令和４年(2022年)６月２日 

～令和５年(2023年)３月 31日) 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

一般財団法人 関東電気保安協会 

藤沢市下土棚 210－1 

契 約 金 額  2,574,000円 

随意契約によること

とした理由 

本業務は、名越・今泉・深沢クリーンセンター及び笛田リ

サイクルセンター(以下「各センター」という。)に設置して

ある自家用電気工作物のうち、受電、変電及び配電(分電)に

かかる遮断器その他の機器について、電気事業法に基づく定

期点検を実施するものです。 

本業務を実施するに当たり、各センターの停電を伴います。

停電によって、ごみの焼却に支障を生じさせないよう又脱臭

設備の停止による臭気の漏れを起こさないよう停電時間を最

小限にする必要があります。また、点検の対象となる各機器

の異常判断は、これまで行ってきた過去の結果と比較して判

断するため、継続して同一の測定方法で実施することが求め

られます。 

一般財団法人関東電気保安協会は、電力ケーブルの劣化具

合を停電させずに測定できる装置を有していて、本業務を行

う全員が電気主任技術者、電気工事士、電気工事施行管理技

士等の有資格者で現場の状況に精通し、効率的に最小限の停

電時間で業務を遂行してきた実績があります。また、これま

で本業務を継続的に実施しているため、適切な故障判断が可

能なことから、本業務を安全かつ確実に履行できる唯一の業

者です。 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

契 約 案 件 名 
 健康管理システム改修業務委託 

（後期高齢者健診結果出力処理追加対応） 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 健康福祉部 市民健康課  

電話：0467-23-3000 内線：2331 

契 約 締 結 日 
令和４年（202２年）12 月２日 

（契約期間：令和４年（202２年）１２月２日～令和５年（2023 年）３月 31 日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

株式会社 アイネス 

 （東京都中央区晴海３丁目 10 番１号） 

契 約 金 額  執行予定額：１,８８１,000 円 

随意契約によること 

とした理由 

福祉総合システムは株式会社アイネスが開発したソフトウェアであり、

システム管理やプログラム修正等の保守作業を他者が実施することは困

難が伴うとともに障害を発生させる恐れがあるため、地方自治法施行令

第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により、同者と随意契約を締結したも

のです。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  相談業務支援ツール導入業務委託 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 共生共創部 行政マネジメント課 

電話：0467-23-3000 内線：2220 

契 約 締 結 日 

令和５年（2023年）３月 14日 

（契約期間：令和５年（2023年）３月 14日  

～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 株式会社アイネス 公共営業部 

 東京都中央区晴海３丁目 10番１号 

契 約 金 額 
 1,651,100円 

（うち消費税額及び地方消費税額 150,100円） 

随意契約によること 

とした理由 

 本業務は、令和５年度に開設する「かまくらこども相談窓

口きらきら」において相談業務の効率化を実現するため、相

談内容のリアルタイムテキスト変換、ガイダンス表示、記録

票作成等の支援ツールを導入するものです。 

本ツールは、 

 ①相談内容をリアルタイムでテキスト変換ができること 

（対面、電話、録音のいずれの相談形態にも対応できること） 

②テキスト変換された相談内容を元に、記録票が簡便に作成

できること 

③相談記録履歴が一括管理でき、関連する複数部署で共有す

ることができること 

以上３つの機能を満たすことに加え、極めて秘匿性の高い個

人情報を取り扱うものとなるため、LGWAN-ASPとして提供され

ているものである必要があります。 

現時点において、これら全ての条件を満たすものは、株式

会社アイネスの「相談業務支援ツール（ＡＩ相談パートナー）」

のみであり、またその他追加機能等のサービス内容及び費用

についても、適切であると判断しました 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２

号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  防災行政用無線屋外子局再設置業務委託 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 市民防災部 総合防災課 

電話：0467-23-3000 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）11月 14日 

（契約期間：令和４年（2022年）11月 14日  

～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 三愛電子工業株式会社横浜営業所 

 横浜市金沢区福浦２丁目４番 15 

契 約 金 額  2,178,000円 

随意契約によること 

とした理由 

 防災行政用無線は設置者による独自の制御システムの設計

を使用しており、システムの設計者である設置業者以外に保

守点検を行うことはできません。また平成２９年度から令和

４年度まで、デジタル化事業を三愛電子工業株式会社に委託

しており、他の業者に履行させると契約不適合責任の範囲が

不明確となる恐れがあります。 

 このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２

号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 
北条氏展 vol.3-1「北条義時とその時代―義時と頼朝・頼家

―」借用資料運搬等業務委託 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 教育文化財部 生涯学習課 鎌倉国宝館 

電話：0467-22-0753 内線 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）５月 27日 

（契約期間：令和４年（2022年）５月 27日  

～ 令和４年（2022年）９月 30日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

日本通運株式会社横浜支店 

神奈川県横浜市中区尾上町五丁目 78番地 

契 約 金 額  4,195,460円 

随意契約によること 

とした理由 

 北条氏展 vol.3-1「北条義時とその時代―義時と頼朝・頼家―」借

用資料運搬等業務（以下「本業務」という。）は、国宝や重要文化財に

指定されている貴重な資料をはじめ、経年劣化や保存状態により脆弱

性の高く取扱いの困難な古美術品を適切かつ安全に梱包・輸送するこ

とを目的に実施するものです。 

本業務の実施に当たっては、国指定文化財の取扱い実績が豊富にあ

り、日本の古美術品の梱包・輸送に習熟した技術と専門知識を持つ作

業員を雇用している運送会社であること、また遠方への宿泊を伴う輸

送の際に、借用資料を一時保管できる直営の美術品専用倉庫を全国に

持つ運送会社であることが必要となります。 

上記要件を満たす業者が県内では限られていることに加え、借用資料

の所有者より運搬業者の指定もあり、一般競争入札に適さないことか

ら、地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第２号の規定により上記相

手方と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 
北条氏展 vol.3-2「北条義時とその時代―義時と実朝・頼経

―」借用資料運搬等業務委託 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 教育文化財部 生涯学習課 鎌倉国宝館 

電話：0467-22-0753 内線 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）７月 28日 

（契約期間：令和４年（2022年）７月 28日  

～ 令和４年（2022年）11月 20日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

日本通運株式会社横浜支店 

神奈川県横浜市中区尾上町五丁目 78番地 

契 約 金 額  4,695,510円 

随意契約によること 

とした理由 

 北条氏展 vol.3-2「北条義時とその時代―義時と実朝・頼経―」借

用資料運搬等業務（以下「本業務」という。）は、国宝や重要文化財に

指定されている貴重な資料をはじめ、経年劣化や保存状態により脆弱

性の高く取扱いの困難な古美術品を適切かつ安全に梱包・輸送するこ

とを目的に実施するものです。 

本業務の実施に当たっては、国指定文化財の取扱い実績が豊富にあ

り、日本の古美術品の梱包・輸送に習熟した技術と専門知識を持つ作

業員を雇用している運送会社であること、また遠方への宿泊を伴う輸

送の際に、借用資料を一時保管できる直営の美術品専用倉庫を全国に

持つ運送会社であることが必要となります。 

上記要件を満たす業者が県内では限られていることに加え、借用資

料の所有者より運搬業者の指定もあり、一般競争入札に適さないこと

から、地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第２号の規定により上記

相手方と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 
北条氏展 vol.4「北条義時の子どもたち―鎌倉時代を築いた

一門―」借用資料運搬等業務委託 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 教育文化財部 生涯学習課 鎌倉国宝館 

電話：0467-22-0753 内線 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）９月 30日 

（契約期間：令和４年（2022年）９月 30日  

～ 令和５年（2023年）1月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

日本通運株式会社横浜支店 

神奈川県横浜市中区尾上町五丁目 78番地 

契 約 金 額  2,585,260円 

随意契約によること 

とした理由 

 北条氏展 vol.4「北条義時の子どもたち―鎌倉時代を築いた一門―」

借用資料運搬等業務（以下「本業務」という。）は、国宝や重要文化財

に指定されている貴重な資料をはじめ、経年劣化や保存状態により脆

弱性の高く取扱いの困難な古美術品を適切かつ安全に梱包・輸送する

ことを目的に実施するものです。 

本業務の実施に当たっては、国指定文化財の取扱い実績が豊富にあ

り、日本の古美術品の梱包・輸送に習熟した技術と専門知識を持つ作

業員を雇用している運送会社であること、また遠方への宿泊を伴う輸

送の際に、借用資料を一時保管できる直営の美術品専用倉庫を全国に

持つ運送会社であることが必要となります。 

上記要件を満たす業者が県内では限られていることに加え、借用資

料の所有者より運搬業者の指定もあり、一般競争入札に適さないこと

から、地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第２号の規定により上記

相手方と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 鎌倉市税基幹システム機器等賃貸借契約 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 総務部 納税課  

電話：0467-23-3000 内線：2304 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年） ７月 ８日 

（契約期間：令和５年（2023年）１月１日 ～ 令和５年（2023年）

３月 31 日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 三菱ＨＣキャピタル株式会社 公共営業部 

 東京都港区西新橋一丁目３番１号 

契 約 金 額  5,594,160円 

随意契約によること 

とした理由 

現行の税基幹システム機器等については、長期継続契約に

より賃貸借契約を結んでいますが、当該契約は令和４年（2022

年）12月末で満了となります。現行機器については、再リー

スが可能な令和５年（2023年）12月末まで利用した後、令和

６年（2024年）１月に入れ替えを予定しています。そのため、

令和５年（2023年）１月１日から令和５年（2023年）３月 31

日の期間について、引き続き現行機器の再リースを行うもの

です。なお、令和５年（2023年）４月以降については、令和

５年度に別途契約を締結する予定です。 

鎌倉市税基幹システム機器等については、三菱ＨＣキャピ

タル株式会社が所有権を有しているため、所有者である三菱

ＨＣキャピタル株式会社以外、契約の目的を達成することが

できません。 

このことから、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2

号の規定により、同者と随意契約を締結したものです。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

契 約 案 件 名 緊急通報装置貸出事業委託（複数単価契約） 

事業主管課等の 

名称及び連絡先 

 健康福祉部 高齢者いきいき課  

電話：0467-23-3899（直通） 

契 約 締 結 日 
令和４年（2022年）４月 21日 

（契約期間：令和４年（2022 年）４月１日 ～ 令和７年（2025 年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 

東京都大田区山王１丁目３番５号 

契 約 金 額 

執行予定額：13,790,510円（令和４年度年額） 

単   価：次のとおり 

（１）安否確認センサー利用ありの場合 

内容 本体価格 
消費税及び 

地方消費税額 
税込単価 

貸出料 月額 1,900円 190円 2,090円 

受信業務等料金 月額 1,330円 133円 1,463円 

保守料 月額 350円 35円 385円 

撤去料 １回 1,000円 100円 1,100円 

（２）安否確認センサー利用なしの場合 

内容 本体価格 
消費税及び 

地方消費税額 
税込単価 

貸出料 月額 1,500円 150円 1,650円 

受信業務等料金 月額 1,730円 173円 1,903円 

保守料 月額 350円 35円 385円 

撤去料 １回 1,000円 100円 1,100円 
 

随意契約によること 

とした理由 

ALSOK あんしんケアサポート株式会社は緊急通報業務専門の事業

者であるため、正看護師及び医療福祉資格所有の専門スタッフが常駐

しており、利用者の通報状況に応じ、的確な対応をとることができま

す。また、協力員がすぐに対応できない状況や、夜間又は早朝など協

力員に過度な負担がかかる時間帯に現地へ安否確認に向かう必要が

ある場合、同者の用意する現場派遣員による対応が可能です。さらに、

安否確認の方法として、週１回の様子伺いの電話により定期的なコミ

ュニケーションをとる方法のほか、月１回の様子伺いの電話と安否確

認センサーによる状況把握を組み合わせる方法を用意し、利用者のニ

ーズに対応するとともに、頻繁な状況把握と、緊急時の迅速な対応を

担保しています。加えて、固定電話回線を使用せずに利用できる携帯

型の緊急通報装置の貸出しが可能です。 



  他事業者においても類似した緊急通報装置は存在しますが、この

ような仕組みで、市民協働型の事業を展開し、必要時に受注者が用意

する現場派遣員による対応ができ、安否確認センサーの有無で伺い電

話の頻度を変更するとともに、固定電話回線の必要がない装置の貸出

しが可能な事業者は現在のところ同者のみです。 

このことから、地方自治法施行令第 167条の２第１項第６号の規定

により同者と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

契 約 案 件 名  鎌倉市配食サービス事業業務委託契約（単価契約） 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 健康福祉部 高齢者いきいき課 

電話：0467-61-3899（直通） 

契 約 締 結 日 
令和４年（2022年）４月 21日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月１日 ～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 １ 株式会社 シルバーライフ 

   東京都新宿区西新宿四丁目 32番４号 ハイネスロフティ２F 

２ 食事サービスＷ．Ｃｏキッチンかまくら 

   鎌倉市台五丁目２番３号 

３ 株式会社シニアライフクリエイト 

   東京都港区三田三丁目 12番 14号 ニッテン三田ビル６階 

４ 特定非営利活動法人 和の会 

   鎌倉市梶原二丁目３４番９号 

 ５ はわい家 

   藤沢市本町三丁目９番２号 

 ６ ライフデリ鎌倉店 

   鎌倉市台三丁目９番９号 富士見ハイツ 105 

契 約 金 額 
 執行予定額 9,240,000円 

 単価：220円（1食当たり）、予定数量：42,000食 

随意契約によること 

とした理由 

鎌倉市配食サービス事業業務委託は、受託の意向があり、受託条

件を満たす全ての事業者と契約を締結することとしています。 

契約を締結した６者は、令和３年度に委託契約を締結しており、

令和４年度も受託条件を満たすことを確認しています。 

このことから、地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規

定により６者と随意契約を締結したものです。 

【受託条件】 

１ 鎌倉市高齢者配食サービス事業の趣旨に賛同し、鎌倉市配食サービ

ス事業実施要綱及び鎌倉市高齢者配食サービス事業委託仕様書に基づ

き配食サービスを実施できること。 

２ 食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）の規定に基づく飲食店の営業

許可を受けている事業者又は神奈川県の食品衛生法に基づく営業の施

設基準等に関する条例(平成 12 年３月条例第８号)第５条に基づく給

食施設の報告をしている事業者で、鎌倉市内及び鎌倉市の隣接市区（藤

沢市、逗子市、横浜市戸塚区、横浜市栄区、横浜市金沢区）に調理を

行うための施設・設備を有し、調理から配達及び安否確認の一連の業

務を事業者の責任によって実施できること。 

３ 当該業務の契約締結までの間、本市から指名停止を受けていないこ

と。 

４ 鎌倉市暴力団排除条例（平成 23年 10月条例第 11 号）第２条第２号、

第４号又は第５号に該当しないこと。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  冷温水発生機（空調設備兼温水機）保守点検業務委託 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 健康福祉部 高齢者いきいき課 

電話：0467-23-3000 内線 2467 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）５月 30日 

（契約期間：令和４年（2022年）５月 30日  

～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 テクノ矢崎株式会社 横浜支店 

横浜市緑区中山二丁目 10番７号 

契 約 金 額  1,128,600円 

随意契約によること 

とした理由 

  テクノ矢崎株式会社は、保守対象機器である冷温水機（空

調設備兼温水機）の製造元であり、故障時に迅速かつ適切

な対応が取れ、安全な高齢者施設運営に資することができ

るのはテクノ矢崎株式会社横浜支店以外にありません。 

契約金額については、点検内容に応じた適正な人工数と諸

経費であることを確認し、価格は妥当であると判断しまし

た。 

このことから、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 河川管理施設等維持修繕業務（１）緊急（準用河川新川） 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 都市整備部 下水道河川課 

電話：0467-23-3000 内線 2536 

契 約 締 結 日 
令和４年（2022年）12月 13日 

（契約期間：令和４年（2022年）10月 13日～令和４年（2022年）12月 23日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 株式会社現代建設 

 鎌倉市笛田１丁目３番 32号 

契 約 金 額  10,450,000円 

随意契約によること 

とした理由 

令和４年（2022 年）10 月 13 日、鎌倉市梶原 200 番地 先

の準用河川新川において、コンクリートブロック積の護岸に

亀裂、ずれを確認したことから緊急修繕業務として護岸の補

修を行う必要が生じました。 
このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第５

号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 準用河川等浚渫業務委託（４）準用河川砂押川 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 都市整備部 下水道河川課 

電話：0467-23-3000 内線 2536 

契 約 締 結 日 
令和５年（2023年）１月 13日 

（契約期間：令和５年（2023年）１月 13日～令和５年（2023年）３月 27日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 有限会社鬼塚建設 

 鎌倉市城廻 360番地 

契 約 金 額  5,500,000円 

随意契約によること 

とした理由 

本業務は、令和４年（2022年）12月に一般競争入札に付し

たところ、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の入札がな

く、同日午後に２回目の入札に付しましたが、参加者全員が

辞退したため入札不調となったため、地方自治法施行令第 167

条の２第１項第８号による随意契約を実施しました。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 鎌倉市税基幹システムソフトウェア保守業務委託 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 総務部 納税課  

電話：0467-23-3000 内線：2304 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）12月 22日 

（契約期間：令和５年（2023年）１月１日 ～ 令和５年（2023年）

３月 31 日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 株式会社 アイネス 公共営業部 

 東京都中央区晴海３丁目 10番１号 

契 約 金 額  8,919,900円 

随意契約によること 

とした理由 

鎌倉市税基幹システムは、導入に際し「鎌倉市プロポーザ

ル方式等の実施に関するガイドライン」に基づく公募型プロ

ポーザル方式により、「鎌倉市税基幹システム更新委託業者選

定審査委員会」において選定されました。 

本委託業務は、当該税基幹システムの保守業務を実施する

もので、開発業者である株式会社アイネスでなければ行うこ

とができません。 

契約金額については、一般的な SEの平均単価と同等以下の

額で算定されているため、妥当と判断します。 

このことから、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2

号の規定により、同者と随意契約を締結したものです。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  児童手当システム改修業務委託 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 こどもみらい部こども相談課 

電話：0467-23-3000 内線：2872 

契 約 締 結 日 
令和４年（2022年）４月 20日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月１日～令和５年(2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 富士通 Japan株式会社神奈川支社 支社長 宇井 哲 

 横浜市西区高島１丁目１番２号 

契 約 金 額 8,884,480円 

随意契約によること 

とした理由 

 児童手当システムのシステム保守や機器保守のシステム改

修業務については、システムの運用環境を熟知する開発業者

である富士通 Japan 株式会社神奈川支社以外には実施できま

せん。 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 
 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業に係る人

材派遣業務委託（単価契約） 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 こどもみらい部こども相談課 

電話：0467-23-3000 内線：2375 

契 約 締 結 日 
令和５年（2023年）１月 16日 

（契約期間：令和５年（2023年）１月 16日～令和５年(2023年）２月 24日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 株式会社アーデントスタッフ 代表取締役 石井 大輔 

 横浜市神奈川区鶴屋町３-32-13 第２安田ビル ２階 

契 約 金 額 

執行予定額：1,046,320円 

 ・契約単価（１時間あたり） 

  統括派遣労働者：2,200円（税別） 

  一般派遣労働者：1,900円（税別） 

・１日の就労時間が８時間を超える場合、超過時間は契約

単価の 25％増 

随意契約によること 

とした理由 

本事業は令和４年（2022 年）12 月 26 日に事業実施の通知が厚生

労働省子ども家庭局から発出され、令和５年１月 16 日から支給に

際して令和５年（2023 年）２月１日から事業を開始するにあたり

令和５年（2023 年）１月 16 日から対象者への通知の印刷・封入・

発送業務等を行う必要があり、そのための人員確保が必要です。 
国の緊急の指示により実施すべきものであり、競争入札を行ってい

るいとまがないため、地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第 5 号

により随意契約を締結したものです。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 高機能消防指令センター有寿命部品交換修繕 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 鎌倉市消防本部 指令情報課  

電話：0467-44-0995（直通） 

契 約 締 結 日 

令和４年(2022年)６月 10日 

契約期間：令和４年(2022年)６月 10日～ 

令和５年(2023年)３月 31日 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社神奈川支店 

 横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 

契 約 金 額  30,450,189円 

随意契約によること 

とした理由 

 高機能消防指令センターは、当市内においてすべての 119

番通報を 365 日、24 時間受信し災害に瀕した市民のニーズに

迅速かつ確実に対応するため、通報から事案終了するまでを、

一括管理運用するシステムです。 

 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社は本システムを開発した業

者であり、本修繕業務は、システム機器の有寿命部品の交換

修繕を実施するもので、ハード面及びソフト面でのトラブル

の際、開発、設置した業者でなければ対応できません。 

価格の妥当性（作業費）については、国土交通省の公共工

事設計労務単価（神奈川 電工費の 34,600円）と設計業務委

託等技術者単価（技師 Aの 51,200円及び技術員の 29,000円）

と作業費内訳を比較しても安価なため妥当と判断します。 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  大船駅エレベーター等保守管理業務委託 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 都市整備部 道水路管理課 

電話：0467-23-3000 内線 2389 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）４月 21日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月１日  

～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

三菱電機ビルソリューションズ株式会社 

横浜支社 西湘支店 

小田原市栄町１－１－１５ 

契 約 金 額  9,448,560円 

随意契約によること 

とした理由 

   

本業務は、三菱電機製のエレベーターを扱う系列専門メン

テナンス業者以外に対応できないことから、保守管理を行う

ことができるのは当該業者のみです。三菱電機ビルソリュー

ションズ株式会社は設備の構造・操作を熟知するとともに、

部品交換など適切かつ迅速な対応が可能であり、試算の結果、

価格も妥当と判断しました。 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  道路附属物点検調査業務委託 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 都市整備部 道水路管理課 

電話：0467-23-3000 内線 2389 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）６月６日 

（契約期間：令和４年（2022年）６月６日  

～ 令和５年（2023年）３月 30日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

公益財団法人 神奈川県都市整備技術センター 

茅ヶ崎市汐見台１番７号 

契 約 金 額  18,271,440円 

随意契約によること 

とした理由 

 本市の道路施設点検等や長寿命化計画の運用は、神奈川県

都市整備技術センターが構築した道路維持管理共同システム

を用いて行っています。当該システムは、県内市町村が共同

でシステムの開発費や管理費などを分担し、経済的で効率的

な運用を行うことを目的としたものです。当システムを有し

運用しているのは、同者のみであるため、地方自治法施行令

第 167 条の２第１項第２号の規定により、随意契約を締結し

たものです。 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  街路照明灯柱腐食に伴う緊急修繕業務（その３） 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 都市整備部 道水路管理課 

電話：0467-23-3000 内線 2389 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）５月 11日 

（契約期間：令和４年（2022年）４月 18日 

～ 令和４年（2022年）10月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 株式会社 石原電気商会 

鎌倉市小町二丁目 12番 29号 

契 約 金 額  5,935,600円 

随意契約によること 

とした理由 

 本市と｢道路施設点検の地域一括発注に関する基本協定書」

を締結し、街路照明灯柱点検を実施している公益財団法人神

奈川県都市整備技術センターから、点検を行った街路照明灯

柱８本について、腐食（孔食）により倒れる恐れがあるとの

緊急報告を受けました。 

特に柱の根元部分の腐食が深刻であり、道路の安全な通行

を確保するために、緊急の修繕が必要であったことから、地

方自治法施行令第 167 条の２第１項第５号に基づき、株式会

社石原電気商会と随意契約を締結したものです。 

 なお、緊急で修繕を行うにあたり、契約締結前に施工依頼

書を株式会社石原電気商会へ送付し発注したため、契約期間

の始期が契約締結日前となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 
 大船駅東口Ａ１及びＡ２号機エスカレーター移動手摺取替

業務 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

 都市整備部 道水路管理課 

電話：0467-23-3000 内線 2389 

契 約 締 結 日 

令和４年（2022年）９月 27日 

（契約期間：令和４年（2022年）９月 27日 

～ 令和５年（2023年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－７ 

横浜ダイヤビルディング 

三菱電機ビルソリューションズ株式会社 横浜支社 

契 約 金 額  9,851,600円 

随意契約によること 

とした理由 

 修繕対象のエスカレーターは、三菱電機ビルソリューショ

ンズ株式会社が製造したものであり、同社以外の業者が維持

管理を行うことはできません。 

また、試算した結果、価格の妥当性も確認しており、この

ことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規

定により同者と随意契約を締結したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 人事給与システム構築業務委託 

事 業 主 管 課 等 の 

名 称 及 び 連 絡 先 

総務部 職員課 

電話：0467-23-3000 内線：2233 

契 約 締 結 日 
令和５年（2023年）３月 27日 

（契約期間：契約締結日 ～ 令和６年（2024年）３月 31日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 日本電気株式会社 神奈川支社 

 横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 

契 約 金 額  81,807,000円 

随意契約によること 

とした理由 

現行の人事給与システムの契約満了に伴い、事務効率化と

紙帳票の電子化を目的とし、現行の人事給与システムを契約

している業者及び人事給与システムとデータ連携している庶

務事務システムの業者である日本電気株式会社神奈川支社の

２者から見積りを徴取し、掛かる経費及び両者の人事給与シ

ステムを導入することによる事務効率化のメリットを比較し

ました。 

その結果、日本電気株式会社神奈川支社の人事給与システ

ムの導入が本市において事務効率化のメリットがあると判断

しました。 

 

このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２

号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

契 約 案 件 名 令和４年度道路ライン等設置業務委託(単価契約) 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 都市整備部 道路課  

電話：0467-23-3000 内線：2408 

契 約 締 結 日 

令和４年(2022年)７月 11日 

（契約期間：令和４年（2022 年）７月 11日 ～ 

 令和５年（2023年）３月 3１日） 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

①信号器材株式会社 川崎市中原区市ノ坪 160番地 

②東亜交通産業株式会社 横浜市栄区上郷町 1313番地４号 

③大道産業株式会社 川崎市中原区下新城一丁目３番 11号 

④株式会社ロードサービス 横浜市中区海岸通四丁目 23番地 

⑤株式会社大神産業 横浜市泉区上飯田町 2300番地２号 

⑥有限会社友和 横浜市栄区公田町 772－３ 

⑦神交工業株式会社 平塚市西真土三丁目 21番 15号 

⑧株式会社アシスト 横浜市都筑区荏田南四丁目 27番 44号 

⑨ステーション工業株式会社 横浜市瀬谷区瀬谷四丁目５番地５号 

⑩交安工業株式会社 大和市下鶴間二丁目３番６号 

⑪有限会社ファインテック 相模原市中央区田名 7353 番地１号 

⑫株式会社 TAK 横浜市泉区和泉町 5883 番地 14号  

⑬株式会社アーバンロード 平塚市東真土四丁目 11番 35号 

⑭みなと交通安全株式会社 横浜市港北区大倉山六丁目 29番 31号

101 

契 約 金 額 

 4,500,000円(執行予定金額)  

【昼間施工単価】 

白線＠410円、黄線＠580円、文字・記号＠820円、削除＠700円 

【夜間施工単価】 

白線＠550円、黄線＠790円、文字・記号＠1,100円、削除＠900円  

【交差点鋲施工単価】 

４面発光＠124,000円、８面発光＠148,000円 

【事前測量単価】 

１業務＠49,000 円 

随意契約によること 

とした理由 

当該業務は、鎌倉市内各所の道路ラインの復元、補修及び新設等を

行う業務であり、緊急時に速やかな対応を図る必要があることから複

数の業者と委託契約を締結する必要があります。そこで、ホームペー

ジによる参加募集を行い、本市が決定した単価に同意する 14者と地方

自治法施行令第 167条の２第１項第２号随意契約により単価契約を締

結しました。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名  神奈川県消防救急デジタル無線共通波定期交換修繕 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

 鎌倉市消防本部 指令情報課  

電話：0467-44-0995（直通） 

契 約 締 結 日 

令和４年(2022年)12月 20日 

契約期間：令和４年(2022年)12月 20日～ 

令和５年(2023年)３月 31日 

契約の相手方の名称 

及び所在地 

 日本電気株式会社 神奈川支社 

 横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 

契 約 金 額  1,859,000円 

随意契約によること 

とした理由 

 神奈川県消防救急デジタル無線共通波（以下「共通波」）設

備は、平成 26年度の高機能消防指令センター整備に伴い整備

しました。その後、神奈川県内各消防本部の共通波整備が完

了し、神奈川県消防救急デジタル無線共通波設備運用及び維

持管理協定書（以下「協定書」）に基づき平成 27年５月 31日

から神奈川県内各消防本部で運用が開始されました。横浜市

が整備主体となり、神奈川県内各消防本部は個々において共

通波の維持管理が移管されており、当市に所在する鎌倉市消

防本部及び野村総合研究所跡地基地局の安定稼働、機能維持

を図るため、定期交換修繕を神奈川県内で整備した共通波の

納入業者であり、共通波システムのハードウェアおよびソフ

トウェアの開発業者で、共通波整備に精通した整備業者であ

る日本電気株式会社神奈川支社を選定しました。 

価格の妥当性については、神奈川県内各消防本部が日本電

気株式会社神奈川支社と契約を締結する契約形態から、協定

書に基づき、神奈川県消防救急デジタル無線運営協議会会議

に基づき費用決定しているため妥当と認められます。 

 このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２

号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 

 



随意契約締結結果報告書 

 

契 約 案 件 名 鎌倉防災リーダーオンライン研修業務委託 

契約事務担当課等の 

名称及び連絡先 

市民防災部 総合防災課 

電話：０４６７－２３－３０００  

契 約 締 結 日 

令和４年（2022 年）８月３日 

（契約期間：令和４年（2022 年）８月３日 ～令和５年（2023 年）３月

３１日） 

契 約 の相 手 方 の 

名称及び所在地 

株式会社東京法規出版  

東京都文京区本駒込２丁目 29 番 22 号 

契 約 金 額 ９，２６４，２００円 

随 意 契 約 によ る 

こととした理由 

鎌倉防災リーダーオンライン研修業務委託は公募型プロポーザ

ル方式にて実施し、２者から参加申込み及び提案書の提出があり

ました。 

この２者について鎌倉防災リーダーオンライン研修業務委託企

画提案審査会で審査を行い、最優秀提案者として決定された株式

会社東京法規出版と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

の規定に基づき契約を締結したものです。 
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